
東
京
都
南
多
摩
郡
日
野
町

東
京
都
南
多
摩
郡
七
生
村

廃
置
分
合
処
分
申
請
書





日

総

発

才

二

十

一

号

昭

和

三

十

二

年

六

月

五

日

東
京
都
南
多
摩
郡
日
野
町
長

斎

野

次

虫B

東
京
都
南
多
摩
'
郡
七
生
村
長

車月

A田
畑

日否

郎

東

京

都

知

事

安

井

誠

郎

殿

町

村

の

廃

置

A
H

ム

ロ

に

関

す

る

処

分

申

請

書

東

京

都

南

多

摩

郡

日

野

町

、

同

七

生

村

を

廃

し

ブ

そ

の

区

域

を

以

っ

て

日
野
町
を
間
一
飽
き
、

昭

和

三

十

三

年

三

月

十

日

よ

り

施

行

い

た

し

た

い

の

で

地

方

自

治

法

才

七

条

才

一

項

の

規

定

K
基

き

左

記

の

別

紙

関

係

書

類

を

添

え

申

請

い

た

し

ま

す

。



コし
一言口

一
、
理

由
主
回

二
、
関
係
町
村
の

議

会

の

議

決

書

コ
一
、
関
係
町
村
の
現
況
表

回

、

日

野

町

名

選

定

の

理

由

五

、

日

野

町

役

場

及

支

所

出

張

所

の

位

置

及

位

置

選

定

の

理

由

六
、
関
係
町
村
図

七
、
附
属
書
類

の

財

産

処

分

K
関

す

る

議

決

書

及

び

協

議
玄
関

約

合

併

条

件

の

協

定

書

約

住

民

感

情

の

動

向

約

町

と

左

る

た

め

の

要

件

を

証

す

る

資

料

約

関

係

町

村

議

会

の

会

議

録



一一一.、

E望

由

書





↓

日

野

町

、

七

生

村

を

廃

し

こ

の

区

域

を

以

っ

て

日

野
町

と
す
る

理
由

日
野
町
と
七
生
村
は
東
京
都
南
多
摩
郡
の
東
北
部

K
位
置
し
相
互
の
地
勢
が
交
り
境
界
線
も
判
別
し
難
い
地
理

的
環
境
に
あ
り
ノ
、
従
っ
て
古
来
よ
り
両
町
村
氏
の
往
復
は
繁
ぐ
親
近
感
亦
誠
に
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
o
叉
両

町
村
の
行
政
的
関
係

K
於
て
も
常
に
相
互
の
連
繋
を
保
っ
て
居
h
ノ
隣
保
共
助
の
相
通
ず
る
も
の
を
保
持
し
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。

乙
の
よ
う
友
関
係

K
於
て
両
町
村
は
相
提
携
し
て
着
々
健
実
な
発
展
の
過
程
を
辿
り
、
南
多
摩
東
部
の
中
心

的
都
市
と
し
て
¥
又
隣
接
八
王
子
市
立
川
市
そ
の
他
の
町
村

K
連
繋
す
る
農
商
工
業
の
中
心
地
と
し
又
中
央
線

京
王
市
都
線

K
よ
る
交
通
の
至
使
は
東
京
都
内
或
は
町
内
諸
会
社

K
勤
務
す
る
者
の
住
宅
地
と
し
て
急
激
左
る

発
展
を
遂
げ
て
い
る
。
特

K
住
宅
公
団
の
住
宅
建
設
と
相
侠
っ
て
多
摩
丘
陵
地
帯

K
建
設
中
の
都
立
多
摩
動
物

公
国
の
完
成
更
に
は
大
小
工
業
の
振
興
を
函
す
る
事

K
よ
り
直
接
関
接
の
税
収

K
よ
る
町
財
政
の
確
立
と
住
宅

対
話
、
勤
労
青
少
年
対
策
の
解
決
を
得
る
と
と
〉
在
、
り
両
町
村
の
相
提
携
は
商
工
業
の
践
振
と
共
に
都
市
的
形

体

K
大
き
左
寄
与
を
得
せ
し
め
活
気
あ
る
産
業
文
化
都
市
と
し
て
の
実
態
を
備
え
る
事
を
確
信
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

斯
く
発
展
し
そ
の
将
来

K
市
制
の
実
現
を
目
途
ず
る
両
町
村
の
現
況
は
日
野
町
四
、
八
五
七
世
帯
一
二
、
九
一

一
入
、
七
生
村
一
、
三
九
一
世
帯
七

¥
O九
八
入
、
之
を
総
合
す
れ
ば
六
、
乙
四
八
世
帯
二
九
、

O
O九
人
を

算
へ
、
都
市
形
体
を
総
合
す
る

K
市
街
地
形
成
の
連
た
ん
戸
数
は
八
一

%
K達
し
そ
の
人
口
は
二
三
、
三
四
三

人
総
人
口
の
一
八

O
%
K当
っ
て
い
る
。
更
に
両
町
村
官
公
街
施
設
に
つ
い
て
み
る
に
官
公
署
ニ

O
を
擁
し
中
学



校
三
、
小
学
校
六
校
の
教
育
施
設
を
数
へ
、
文
化
施
設
等
の
設
置
及
整
備
計
画
等
を
樹
立
し
、
特
に
今
般
農

林
省
よ

b
新
農
村
建
設
地
の
指
定

K
よ
っ
て
両
町
村
の
農
耕
地
帯
が
整
備
改
良
さ
れ
模
範
的
な
農
業
経
営
の

合
理
化
が
完
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
0

1

次

K
総
合
財
政
力
に
つ
い
て
み
る

K
昭
和
三
十
二
年
度
当
初
予
算
額
は
一
四
四
、

O
三
九
千
円
と
な
り
¥

今
后
財
政
運
営

K
つ
い
て
両
町
村
総
合
の
利
点
を
活
か
し
て
合
理
的
な
運
営
を
期
す
る
J

事
に
よ
b
住
民
の
一

大
福
祉
を
も
た
ら
す
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
も
の
で
あ

b
首
都
監
整一
穣
法
或
は
日
本
住
宅
公
団
に
よ
る
広
範

な
諸
施
策
の
実
施

K
よ
り
更

K
画
期
的
な
都
市
形
態
の
発
展
が
予
測
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
の
如
く
日
野
町
‘
七
生
村
の
総
合
的
な
関
係
を
結
集
し
今
后
の
在

b
方
に
つ
い
て
両
町
村

K
於
け
る

慎
重
左
調
査
研
究
の
結
果
両
町
村
の
合
併
は
地
方
自
治
の
理
念

K
基
く
理
想
で
あ
り
、
之

K
よ
っ
て
合
理
的

念
行
財
政
の
運
営
が
強
化
さ
れ
住
民
福
祉
の
増
進

K
一
大
貢
献
を
も
た
ら
す
も
の
と
確
信
す
る

K
至
っ
た
の

で
あ
り
ま
す
o

よ
っ
て
日
野
町
、
七
生
村
は
発
展
的

K
之
を
廃
し
、
同
区
を
以
っ
て
日
野
町
と
し
氏
意

K
応
え
る
所
以
で
あ

り
ま
す
。



(~二〉

町
村
合
併
経
緯
の
概
要

昭
和
二
十
八
年
十
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
町
村
合
併
促
進
法
は
、
全
国
市
町
村
自
治
体
再
編
成
。
幽
期

的
大
事
業
で
あ
り
、
日
野
町
七
生
村
両
町
村

K
於
い
て
も
之
が
法
律
目
的
達
成
の
為

K
そ
れ
ぞ
れ
合
併

研
究
会
を
組
織
す
る
一
方
、
町
村
内
各
所

K
説
明
会
を
一
開
催
し
、
町
村
合
併
の
周
知
徹
底
を
図
る
と
共

K
住
民
意
志
の
把
握

K
努
め
た
次
才
で
、
あ
り
ま
す
。

其
の
結
果
と
し
て

日
野
町
、
七
生
村
両
町
村
の
領
域
は
浅
川
の
両
岸

K
互
に
交
錯
し
、
一
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
七
生
村
立
中

学
校
は
浅
川
の
南
岸
、
日
野
地
内

K
立
地
し
、
富
士
電
機
製
造
株
式
会
社
豊
田
工
場
は
両
町
村

K
跨
っ

て
い
る
現
状
で
、
こ
れ
よ
、
り
し
て
通
学
区
、
出
入
作
、

農
業
用
水
の
取
入
¥
消
防
、
治
水
護
岸

K
於
け

る
協
問
、
日
野
五
大
会
社

K
対
す
る
一雇
傭
関
係
等
、
住
民
生
活
は
勿
論
、
産
業
、
経
済
、
教
育
、
文
化

、
な
ど
凡
ゆ
る
方
面

K
一
臼
一
り
両
町
村
は
自
然
的
紐
帯

K
よ
り
強
く
結
合
さ
れ
て
居
、
夕
、
叉
以
上
の
環
境
よ

り
す
る
必
然
の
結
果
と
し
て
両
町
村
の
血
縁
関
係
と
各
界
人
事
の
交
流
が
極
め
て
自
然
に
行
わ
れ
て
居

り
、
両
町
村
合
併
の
気
運
は
近
年
の
問
題
で
左
く
数
十
年
来
の
住
民
間
の
懸
案
な
る
こ
と
が
広
く
明
ら

か
と
在
る
一
方
今
次
合
併
法
の
制
定
は
更

K
之
れ
を
田
町
一陽
せ
し
め
た
も
の
で
あ

b
ま
す
。

此
処

K
於
て
両
町
村
の
理
事
者
、
議
会
は
住
民
の
此
の
意
向
を
基
礎
と
し
て
合
併
に
関
す
る
研
究
を
進

め
、
東
京
都
町
村
合
併
計
画
の
策
定

K
際
し
て
は
、
東
京
都
-当
局

K
対
し
之
れ
が
進
達
を
強
力
代
図
っ

た
の
で
あ
り
ま
す
。
斯
く
し
て
町
村
合
併
促
進
法
に
よ
る
合
併
勧
告
と
情
一
勢
の
激
変
は
極
め
て
深
刻
な

る
影
響
を
合
併
関
係
町
村

K
与
え
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
、



殊

K
七
生
村

K
於
て
は
住
民
投
票

K
よ
り
隣
接
日
野
町
と
の
自
主
合
併
を
決
定
し
、
昭
和
二
十
九
年

十
一
月
三
十
日
、
日
野
町
d
K対
し
¥
日
野
町
、
七
生
村
合
併
の
申
入
れ
を
行
っ
た
次
才
で
あ
り
ま
す
。

又
日
野
町
に
於
い
て
は
、
産
業
、
経
済
、
文
化
等
凡
ゆ
る
点

K
於
て
密
接
不
離
友
関
係

K
あ
J
b、
且

つ
地
域
的
一
体
性
を
有
す
る
七
生
村
と
の
合
併

K
よ
り
、
都
下
有
数
の
工
業
、
観
光
、
住
宅
地
帯
と

し
て
の
近
代
都
市
の
建
設
と
将
来
の
発
展
を
図
る
べ
く
、
昭
和
三
十
年
三
月
二
十
二
日
、
両
町
村

K

よ
る
「
日
野
町
、
七
生
符
町
村
合
併
促
進
協
議
会
」
を
設
置
し
、
町
村
合
併
の
具
体
的
研
究
と
周
知

を
図
り
、
越
え
て
昭
和
三
十
一
年
五
月
一
日
、
町
村
合
併
事
務
局
を
設
置
し
て
両
町
村
の
実
態
調
査

と
合
併
建
設
五
ク
年
計
画
を
策
定
し
、
同
年
九
月
二
十
五
日
、
町
村
合
併
促
進
法
の
失
効
を
呂
一常

K

.
迎
え
て
両
町
村
全
域

K
合
併
に
関
す
る
世
論
調
査
を
実
施
し
た
る
次
才
で
あ
り
ま
す
。

日
野
町
世
論
調
査
集
計

て
し
有
権
者
数

一
一
プ
集
計
総
数

一
一
一
、
集
計
内
容

/
-
日
野
七
生
ム
ロ併

ふ
八
王
子
市
編
入

&
合
併
せ
ず
単
独

仏
立
川
市
一
編
入

一
・
一
、
一
一
一
六

一
O
、
六
四
二
〈
回
収
率

九
四
、
九
%
)

一O
、

九
回
、
八
%
)

一
、
七
%
)

二
、
六
%
)

。
八
七

一
八
八

二
七
六

(
比
率1/ 11 



以
上
の
熱
烈
な
る
住
民
の
支
持
J

乞
得
乞
ヨ
野
町
¥
七
と
二
州
二
阿
議
会
は
一

E
野
町
、
J

4

と
一
待
合
労
F

九一翼

す
る
決
議
」
を
議
決
、し
ず
い』
、
単
独
合
併
実
現
代
一
歩
を
踏
み
切
っ
た
次
才
で
あ
り
ま
す
。

叉
新
市
町
村
建
設
促
進
法
発
効
後
の
新
情
勢
に
即
応
し
て
同
年
十
一
月
十
一
日
、
自
治
庁
、
都
知
事

都
新
市
町
村
建
設
促
進
審
議
会
を
訪
ね
、
東
京
都
町
付
合
併
計
画
の
一
部
変
更
と
日
野
町
、
七
生
村

の
合
併
を
陳
情
し
、
同
じ
く
十
二
月
十
日
心
待
ち
し
た
る
東
京
都
新
市
町
村
建
設
審
議
会
委
員
(
会

長
堀
切
善
次
郎
氏
)
の
再
」
肢
の
来
訪
を
得
て
両
町
村
民
の
真
情
と
、
議
会
、
理
事
者
の
熱
意
を
訴
え

て
、
之
れ
が
善
処
を
要
望
し
た
る
次
方
で
あ
り
ま
す
。

幸

K
し
て
昭
和
三
寸
二
年
二
月
十

一
日
、

都
審
議
会
は
日
野
町
、
七
生
付
の
合
併
を
都
知
事

K
答
申

し、

一
二
月
二
十
日
正
式

K
都
知
事
勧
告
と
し
て
、
此
の
両
町
付
の
合
併
が
認
め
ら
れ
た
る
事
は
住
民

宿
願
の
達
成
と
じ
て
喜
び
を
以
っ
て
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
、
り
ま
す
。

此
の
合
併
勧
告
を
得
た
る
'日
野
町
¥
七
生
村
両
町
村
は
高

K
町
村
合
併
促
進
協
議
会
等
を
開
催
し
て

勧
告
後
の
対
策
及
び
細
部

K
渉
る
検
討
を
加
え
、
四
月
二
十
五
日
両
町
村
全
員
協
議
会
を
召
集
し
て

f

ん
合
併
要
件
に
関
す
る
協
定
事
項

£
わ
か
ら
な
い

九h

o 

七
と
一
符
註
論
調
査
集
計

一
、
総
世
帯
g

二
、
日
野
町
七
生
村
合
併
賛
成
署
名

、、、

四六
ノ¥ 一一‘
~ 、

比
率

九
八
%
〉



ふ
町
村
議
会
に
於
け
る
一民
営
分
合
申
請
議
決
日
程

&
廃
置
分
合
処
分
申
請
期
日

等
に
つ
い
て
協
議
の
成
立
を
見
た
次
才
で
あ

b
ま
す
。

日
野
町
、
七
生
村
の
合
併
が
住
民
の
切
実
を
る
一安
室
に
基
く
¥
極
め

て
自
然
な
，も
の
で
あ
り
、
之

れ
を
反
映
し
て
当
日
の
全
員
協
議
会
は
終
始
和
や
か

K
、
新
町
の
将
来
を
中
心
と
す
る
建
設
的
態

度
に

て
運
営
さ
れ
た
の
で

あ
り'
ま
す
。

越
え
て
五
月
十
一

日
両
町
村
は
そ
れ
ぞ
れ
臨
時
議
会

K
於
て
全
議
員
の
賛
成
を
以
っ
て
廃
置
介
合

処
分
申
請
の
議
決
を
行
い
、
裁
に
申
請
に
及
ん
だ
次
才
で
る
り
ま
す
。

〈三)

議

決

の

概

要

議
決
の
一
般
的
状
況

i: 

竺ーと

一
四



.2. 

欠
席
議
員
の
欠
席
理
由
及
び
賛
否
の
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全企全七 訂 全 会 日 町

4 

生 野 村
、

一
村 町 名

一 般
直 傭 雇 書 ;肖 傭 産 書 職
雪陀必ク、 防 犠
職 吏

員 人 員 言己 員 人 員 言己 名 調

i 入

一一一一 五 四

i¥ 五 -~ 
。七 。。。民
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一 一 一 一一 一
-ーコーs 且ヨ ブb t コ許‘E '-b プむ Cコ、

人当り
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円 円 円 円 月 i弓 円 円
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日
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四

日
野
町
名
送
定
の
理
由
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(一)
ベァ
4コ

称

日

野

町

¥
Tノ二

‘日

野

町
a

名

選

定

の

理

由

日

野

の

名

は

古

く

江

戸

時

代

甲

州

街

道

日

野

宿

K
初
夕
、

当
時
土
生
日
竹
の

一
部

は

日

野

領

に

属

し

て

い

た

と

も

伝

え

ら

れ

、

と

の

地

方

帯

の

物

資

の

集

散

地

で
生
産
、

消

費

両

面

K
一

臼

一

る

中

心

的

形

体

を

保

っ

て

居

h
ノ、

は

往

時

よ

り

現

在

に

至

る

も

変

る

と

従

っ

て

と

の

地

方

一
帯

の

代

表

的

地

名

と

し

て

「
日

野

町

」

と

ろ

の

左

い

も

の

で

あ

り

ま

す

。

郵

政

K
一

例

を

と

っ

て

み

る

に

七

生

村

の

全

区

域

は

日

野

郵

便

局

の

集

配

管

轄

に

所

属

し

、

電

話

施

設

亦

大

半

は

日

野

局

よ

り

導

入

さ

れ

日

野

の

局

名

を

冠

す

る

も

の

で

あ

り

、

或

は

叉

日

野

町

所

在

諸

会

社

の

隆

盛

K
伴

い

そ

の

社

名

は

広

く

内

外

K
宣

伝
'
さ

れ

て
、
い

る

の

で

あ

り

ま

す

。

よ

っ

て

、今

后

更

K
発

展

す

べ

き

町

と

し

て

は

古

き

伝

統

K
培

か

は

れ

た

名

詞

を

「
白
野
町
」

冠

ず

る

事

が
N

適

切

で

あ

る

の

で

鼓

K

の

町

名

を

選

定

し

た

所

以

で

あ

り:

ま>_

す。





/ 

五
、
臼
野
町
役
場
及
支
所
出
張
所
の
位
置
及
位
置
選
定
の
理
由
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主
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a

d

白

書
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日
野
町
役
場
及
支
所
出
張
所
の
位
置
選
定
の
理
由

自
治
体
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て
は
そ
の
地
域
環
境
に
よ
っ
て
住
民
多
数
の
利
便
を
考
察
し
て
定
む
べ
き

事
は
論
を
ま
た
念
い
処
で
あ
り
、
新
町
の
地
形
構
成
の
現
況
か
ら
現
臼
野
町
役
場
が
新
町
役
場
の
位
置
と
し

て
最
も
適
当
-
な
も
の
で
あ
り
ま
す
O

一

然
し
、
な
が
ら
日
野
台
地
区
、
ぃ
豊
田
地
区
及
び
七
生
村
数
部
落
よ
り
の
距
離
は
相
当
遠
隔
と
左
る
の
で
、
と
の

地
域
住
民
の
利
便
を
図
る
為
、
住
民
生
活
に
密
接
な
一
部
事
務
を
処
理
し
得
る
支
所
及
び
出
張
所
の
設
置
を

必
要
と
す
る
の
で
、
役
場
、
支
所
及
び
出
張
所
の
位
置
を
次
の
通

b
定
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

日

野

町

役

場

所

在

地

東

京

都

-

南

多

摩

郡

日

野

町

大

字

日

野

二

、

九

O
O番
地

建

物

木

造

モ

ル

タ

!

ル

塗

二

階

建

四

八

O
e
八
五
坪

日
野
町
役
場
七
生
支
所

所

在

地

東

京

都

南

多

摩

郡

七

生

村

高

幡

五

九

三

番

地

日
野
町
役
場
日
野
台
出
張
所
(
現
日
野
台
出
張
所
)

所

在

地

東

京

都

南

多

摩

郡

日

野

町

大

字

日

野

七

¥

二

一

二

番

地

日
野
町
役
場
豊
田
出
張
所
(
現
豊
田
出
張
所
)

所

在

地

東

京

都

南

多

摩

郡

日

野

町

大

字

豊
田
一
、

O
四
九
番
地

日
野
町
役
場
平
山
出
張
所

所

在

地

東
京
都
南
多
摩
郡
七
生
村
平
山
二
、
八
九
七
番
地
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関
係
町
村
図
〈
末

尾

一

流

付
"-ーノ





七、

Z付

属

童
日

類、

ω
財
産
組
分
仁
関
す

る
議
決

主白

及
び
使
議
室
田

(3) (2) 

住

民

威

信

合
併

」条
件

の
協

定

書

の

動

向

ω
町

と
な
る
た

め

の
要
件

互

証

す
る
資
料

只
)

f
l¥
 

関
係

町
村

議

会

の
会

議

録
の

写
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(1) 

財

産

処

分

巳

関

す

る

議

決

書

及

び

協

…一一一坊主日





議

• 

決

主
巨ヨ

謄

本

議

案

才

二

十

五

号
財

産

処

分

の

協

議

に

つ

い

て

東

京

都

南

多

摩

郡

日

野

町

、

同

七

生

村

を

廃

し

、

そ

の

区

域

を

以

つ

で

日

野

町

を

昭

和

三

十

三

年

三

月

十

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

K
伴
い
、
、
関
係
;町

村

の

財

そ

の

協

議

に

よ

り

地

方

自

治

法

ホ

セ

条

才

四

項

の

規

定

置
き
、

産

の

処

A
H
K
つ

い

て

は

、

-K
基

き

左

記

の

と

な

り

決

定

す

る

も

の

と

す

る

。

昭

和

三

十

二

年

五

月

十

一

日

提

出

向

日

原

案

可

決

日

野

町

長

斎

野

次

虫5

戸〕
一一一一口

東

京

都

南

多

摩

郡

仔

野

町

が

所

有

ナ

る

に
一
帰
属
せ
し
め
る

バ
説
明
V

一
切
の
財
産
は
、

新

た

な

る

「
日
野
町
」



新

市

町

村

建

設

促

進

法

の

趣

旨

K
治
い

、

財

産

の

処

分

を

行

う

と

と

が

適

当

と

認

め

ら

一れ

た

た

め

で

あ

る

。

、
も

こ

の

松戸
二
本
は
議
決
室
田
原
本
と

相

違

左

い

こ

と

を

認

証

す

る

。

昭

和

十

井γ

-'-t-" 

五

月

十

{同

日

野

町

議

会

議

長

清

水

j録

之

助



与さと

言実

一決

重主
Fヨ

謄

ノ午¥

一
議
案
一
才

二

十

三

号
財

産

処

分

の

協

議

K
つ

い

て

東

京

都

南

多

摩

郡

日

野

町

、

同

七

生

村

を

廃

し

¥

そ

の

区

域

を

以

っ

て

日

野

町

を

置

き

昭

和

三

十

三

年

三

月

十

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

K
伴

い

、

関

係

町

村

の

財

産

の

処

分

に

つ

い

て

は

、

そ

の

協

議

K
よ

り

地

方

自

治

法

芳

七

条

芳

四

項

の

規

定

K

基

き

左

記

の

と

な

り

決

定

す

る

も

の

と

す

る

。

昭

和

十

年

五

月

十

日
提
出
向
日
議
、
決

七

生

村

長

事R

倉

日百

虫13

コ
じ

ニ=ロ

東

京

都

南

多

摩

郡

七

生

村

が

所

有

す

る

一

切

の

財

産

は

、

新
L

た

念

る

日

野

町

K
帰

属

せ

し

め
る
。

(
説

明

〉

新

市

町

村

建

設

促

進

法

の

趣

旨

に

治

い

、

財

産

の

処

分

を

行

う

と

と

が

、

適

当

と



認

め

ら

れ

た

た

め

で

あ

る

。

こ

の

謄

本

は

議

決

書

原

本

と

相

違

な

い

こ

と

を

認

証

す

る

。

昭

和

三

十

二

年

五

月

十

日
H

七

生

村

議

会

議

長

l
 

i
 

e
s
-
J
 

十
，

m

雄



協

議

重E
Eヨ

東

京

都

南

多

摩

郡

日

野

町

、

同

七

生

村

を

廃

し
、

そ

の

区

域

を

以

っ

て

日

野

町

を

置

き

昭

和

三

十

三

年

三

月

十

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

に

伴

い

、

関

係

町

付

の

財

産

処
分
托
・

つ

い

て

は

、

地

方

自

治

法

才

七

条

才

四

項

の

規

定

K
基

き

左

記

の

通

り

決

定

し

た

。

戸
レ

エ一一口

日

野

町

七

生

村

が

所

有

す

る

一
切

の

財

産

は

新

た

左

る

日

野

町

K
帰

属

せ

し

め

る
。

昭

和

十

年

五

，月

十

口
μ

東
京
都
南
多
摩
郡
日
野
町
長

斎

野

次

良B

東
京
都
南
多
摩
郡
七
生
村
長

草月

メ色、

屈

日百

良B

、i
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(2) 

ぷ込
仁コ

併

祭

件

j
ノ

f
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，d
 

協

定

三主
Eヨ
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台一、

コ
京
都
南
多
摩
郡
日
野
町
。
同
七
生
村
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
以
て
、
新
た

K
日
野
町
を
置
き
昭
和
三
十

三
年
三
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
。

二
、
事
務
所
@
支
所
。
出
張
所
の
名
称
と
位
置

名

称

↑

位

置

日
野
町
役
場

一

東
京
都
南
多
摩
郡
日
野
町
大
字
日
野
二
、
九

O
O番
地

同

七

生

支

所

一

同

七

生

村

大

字

高

幡

五

九

三

番

地

同

日

野

台

出

張

所

管
J

一

同

日

野

町

犬

字

日

野

七

、

一

一

二

一一、
番
地

問

豊

田

出

張

所

、

一

同

グ匂

日
野
町
大
字
豊
田
一
、

O
四
九
番
地

同

平

山

出

張

所

一

同

七

生

村

大

字

平

山

二

、

八

九

七

番

地

協

己ヱ
メζ

重主
匹ヨ

三、

事
務
所
及
び
出
張
所
の
機
構
と
分
掌

事
務
所
及
び
出
張
所
の
機
構
と
分
掌

K
つ
い
て
は
日
野
町
の
現
況
に
よ
る
。

四
、
支
所
の
機
構
及
び
分
掌

支
所
に
支
所
長
、
出
納
員
及
び
庶
務
係
、
税
務
係
、
住
民
係
を
置
ぐ
、

の
通
り
と
す
る
。

、‘

各
係
の
事
務
分
掌
は
、

概
ね
左

庶
務
係

l

所
員
の
服
務

K
関
す
る
と
と

2

公
印
の
管
守
に
関
す
る
と
と

8

文
，書
、
広
報
化
関
す
る
と
と

金
用
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と

5

会
計
に
関
す
る
と
と



リ
兄
奈
系

;

J
¥
町
税
及
び
税
外
収
入
の
収
納

K
関
す
る
ζ

と

¥
2

其
の
他
税
務
氏
関
す
る
と
と

.住
民
係

l

戸
籍
及
び
住
民
登
録

K
関
す
る
こ
と

に

2

死
亡
、
埋
火
葬
認
許

K
関
す
る
と
と

8

印
鑑
の
登
録
、
証
明
に
関
す
る
と
と

白
人
口
動
態
統
計
、
調
査
に
演
す
る
こ
と

5
主
要
食
糧
の
配
給

K
関
す
る
こ
と

6

身
分
、
転
出
-
証
明
代
関
す
る
と
と

?

異

動

人

口

K
関
す
る
と
と

五
、
職
員
の
身
分
、
待
遇
に
関
す
る
事
項

一
般
職
の
職
員

身
分

身
分
は
昭
和
三
十
三
年
一
月
一
日
現
在
の
ま
〉
継
承
す
る

待
遇

昭
和
三
十
三
年
一
月
一
日
現
在
の
給
与
と
す
る

勤
務
年
数
は
従
前
の
勤
務
年
数
を
通
算
す
る

六
、
財
産
処
介
に
フ
い
て

日
野
町
、
七
生
村
の
所
有
す
る
一
切
の
財
産
は
新
町

K
継
承
す
る

七
、
議
員
の
定
数
、
選
挙
区

K
関
す
る
事
項

定
数
は
三
十
名
と
す
る
。



選
挙
に
つ
い
て
は
、
公
職
選
挙
法
才
十
五
条
才
五
一
項
及
び
才
七
項

K
よ
り
、
従
前
の
区
域
を
選
挙
区
と

し
、
議
員
数
の
配
当
は
人
口
に
比
例
し
て
臼
野
町
二
十
三
名
、
七
生
村
七
名
と
す
る
。

A
F
 

八
、
農
業
委
員
に
関
す
る
事
項

新
町
の
設
置

K
よ
り
新
た
に
統
合
さ
れ
た
農
業
委
員
会
と
し
て
一
般
選
挙
に
よ
る
委
員
の
改
選
を
行
う

r ，・

九
、
学
校
其
の
他
教
育
文
化
施
設
に
関
す
る
事
項

ー
公
立
小
、
中
学
校
の
名
称
に
つ
い
て
は
現
在
の
学
校
名
を
呼
称
す
る

2

公
立
小
、
中
学
校
の
独
立
校
、
分
校
の
種
別

K
つ
い
て
は
現
在
の
ま
L
と
す
る

8

通
学
区
は
一
部
変
更
す
る

十
、
消
防
団
の
統
合
に
関
す
る
事
項

1

日
野
町
、
七
生
村
両
町
村
消
防
団
は
、
合
併
と
問
時

K
統
合
し
消
防
態
勢
を
確
立
す
る

2

消
防
団
の
組
織
ヘ

一編
成
及
び
定
数

K
つ
い
て
は
別

K
協
定
す
る

十
一
、
負
債
其
の
他
に
関
す
る
事
項

ー

長
期
債

(
東
京
都
認
可
の
も
の
)
は
引
続
き
新
町
が
継
承
す
る

。μ

前
項
以
外
の
一
時
借
入
金
及
び
末
払
債
務
は
合
併
時
前
ま
で
に
関
係
町
村
に
於
て
完
済
す
る
、

若
し
未
処
理
の
場
合
は
、
処
理
、す
べ
き
財
源
を
明
確
に
し
て
新
町
に
引
継
ぐ

一

滞
納
に
関
し
て
は
誠
実

K
処
理
す
る

8 

士
一
、
国
民
健
康
保
険

K
関
す
る
事
項

関
係
町
村
一の
国
民
健
康
保
険
及
び
附
属
診
療
所
は
現
状
の
ま
〉
新
町

K
引
継

士
二
、
町
税
の
賦
課
税
率
に
関
す
る
事
項

町
村
合
併
の
本
旨
と
、
一

穂
性
確
保
の
必
要
か
ら
均
一
念
る
賦
課
税
率
と
す
る



牛肉吋、
土立、

新
町
建
設
計
画
に
関
す
る
事
項

合
併
時
ま
で
に
別

K
協
議
決
定
す
る

其
の
他
蕗
以
外
の
細
自
白
す
る
事
項

K
つ
い
て
は
別

K
協
議
決
定
す
る

日
野
吋
と
七
百
村
の
ム
「
折
、
に
つ
い
て
は
右
の
通
り
協
定
し
、

ζ

L

K
蘭
係
者
署
名
捺
印
の
上
、

追
を
作
成
し
ヘ
各
町
付
刊
に
於
て
夫
々
一

通
を
保
持
す
、み
。

本
書
二

昭
和
三
十
二
年
五
月
十

一
日

日

野

町
長

斎

次

虫B

¥ 

，、・

七

生

村

長

事足

A-
居

SB 

虫[3

、-

， 

f

?
~
.
J
 

、.
‘

.
i
 

，

.
 



(3) 

住

民

感

情

の

動

白



. 

‘ 

Fよ



住
民
感
情
の
動
向

日
野
町
、
七
生
付
は
東
京
都
南
多
摩
郡
の
東
北
部

K
位
置
し
相
互
の
地
勢
が
交

b
、
地
理
的
環
境
と
往
古
よ

b

隣
保
相
扶
の
密
接
左
関
連
性

K
結
ば
れ
特

K
西ロ
ザ
良
平
山
、
南
平
部
落
等
は
両
町
村
に
共
通
し
た
部
落
名
で
あ

っ
て
境
界
線
が
判
明
し
難
い
状
況
で
あ
'
り
ま
す
。

現
在
に
於
て
も
隣
保
協
調
の
交
り
は
益
々
厚
き
を
加
へ
特

K

消
防
の
菌

K
於
け
る
応
援
協
定
或
は
又
、
教
育
の
面

K
於
て
は
古
く
よ
り
日
野
町
新
井
地
区
学
童
は
七
生
村
潤
ν'

徳
小
学
校
に
就
学
す
る
等
行
政
上
に
於
け
る
密
接
不
離
な
関
係
は
特
に
深
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

本
合
併
に
対
す
る
関
係
住
民
の
関
心
も
亦
古
く
か
ら
強
く
偶
々
昭
和
三
十
年
三
月
両
町
村
合
併
促
進
協
議
会
の

結
成
に
伴
っ
て
愈
々
高
揚
し
急
速
な
実
現
を
要
望
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
o
よ
っ
て
設
に
日
野
町
、
七
生
村

を
廃

1
K
こ
の
区
域
を
以
っ
て
日
野
町
と
す
る
事
は
将
来
の
繁
栄
の
基
礎
を
倍
加
し
民
意
に
副
う
所
以
の
も
の

で
あ
り
ま
す
。
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と
な
る
た

め

の
要
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を
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資
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町
、と
な
る
た
め
の
要
件
を
証
す
る
書
類

第
八
条
一

地
方
自
治
法
芳
三
項
の
規
定
に
基
ぐ
町
と
し
て
の
要
件
を
定
め
る
条
例

日
都
条
例
芳
九
十
七
号
)
要
件

K
フ
い
て
。

(
昭
和
二
十
七
年
十
月
二
十
四

ユ

人
口
一
万
以
上
を
有
し
最
近

五

ヶ
年
間
増

加

の
傾
向
に
あ

る
と
と

ハ
名
年
四
月

一
日

現

恋

，ヒ 日

l者計- 生 野

村 町

一 一
九 人

六五 昭来日
五回 口。

十八年度

0 0 0 0 。。よじ

% I SIc ο % 
率

一
太 九

人七回 日来jg日
口

十

一 一 一 年九。。。比

率
度

% % % 

一
一

八;会 Qυ 人iえ 昭
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十年度
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五
% 

一{一-i

六一人
日召九一
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六九
十
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% % % 

一 一

九8 
一

九八七O 
人

九 口 日和百

九
ヶト

一 ---一 一

- 九0'-' 比 皮年
=}も % 1%四 I率|

! I I I 備考

日

当
該

普
通
地
方
公
共
団
体
の
中

心
市

街

地

を

形

成

し
て
レ
る

区
域
内
に
あ
る

戸
数
が
全
戸

数
の
四
割
以
上

で
あ
る

か
又
は
各
連
た
ん
区

域

内
に
あ
る
戸

数

の
合
計
が
総
戸
数
の
六
割
以
上
を
占
め
る
こ
と

ハ
昭
和
三
十
二
年
四
月
一
日
現
在
〉

七 日 町

計 生 野 村

村 恒T 名

A ‘ 一 八四 戸~ゴ\ユ

九 五 数
七 A 
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商

工

業

そ

の

他

都

市

的

措一
ヂ
態

に

従

事

す

る

も

の

及

び

そ

の

者

と

同

一

世

帯

に

属

す

る

者

の

数

が

全

人

口

の

六

割

以

上

で

あ

る

こ

と

。

J 、 .....~
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l溶 山 多
摩

幡

摩
域 動

草児. 幼

slf: 
動

;佐
公

尊 国 関館関 慰 |

r 1. 

、



(5) 

関
係
町
村

の
議
会

の
会
弾
頭
録

の
写
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日
野
町
議
1コムエ

臨
時
iZA ZL 

£2み34 

議
録



j 



昭

和

三

十

二

年

度

第

二

回

臨

時

議

町

議

会

々

議

録

昭

和

三

十

二

年

五

月

十

一

日

第

二

回

日

野

町

議

会

臨

時

会

は

日

野

町

役
;場

に

招

集

さ

れ

た

.

一、
応

招

議

員

ば

次

の

通

り

で

あ

る

第第第第第第第第第第

十

番番番

五

番

第

十 ___._ ノ、

番

tバー

究ラ

十
七

番

八

番

九

番

十

番番番

四

番

荒

田

遠

藤

荒

木

永

原

島

本

西

林

清

7.K 

局

橋

内

、
回浦

山

下

秀局松久様春一花重新

雄寿

四

良H

良日

太治幹士
口

之

助士口明春

太

良日



一
て
マ
不

応

招

及

員

は

次

の

通

り

で

あ

る

第第

十
四

番番

遠山

藤口

第

五

十

番

第

十

ームー
ノ¥

呑

第

十

七

番

第

十

八

番

第

十

番

九

第

十

番

第
二
十
一

番

第

二

十

二

番

第

二

十

三

番

第

二

十

四

番

第

二

十

五

番

第

二

十

六

番

{乍

信1

結

m-

.馬野奥古関福

場原住谷島

土、向足桑和和

口方木立原田国

嘉ー一ー、-弓a政梅七庫主竹 、正千七

タ市雄

之

助敬計国

エ口

次

良日

代

、tと
ユ旦良日



一、

出

席

議

員

は

次

の

、

通

り

で

あ

る

Q

出

席

議

員

は

応

-招

議

員

と

同

じ

‘
で
・・あ

る

四

欠

席

議

員

は

次

の

、

通
ーり

で

あ

る

欠

席

議

員

は

不

応

招

議

員

と

同

じ

で

あ

る

d 

五
、

自

治

法

第

百

三

十

一

条

の

規

定

に

よ

り

会

議

事

件

設

明

の

為

出

席

を

求

め

た

も

の

は

左

の

通

り

で

あ

る

町助収総税産厚住教

務務業生民

長役

入

役

課

長

課

長
課

長

課

長

課

長

育

長

斎桑古杉石米谷谷

野原谷浦林井倉多

次良三

樹

俊仲顕義喜

口

喜

良日校次裕

太

良日信高知夫



本

会

議

の

書

記

は

次

の

通

り

で

あ

る

書

寸

H
U一一=ロ

藤

智

春

佐

七

会

議

事

件

は

次

の

通

り

で

あ

る

議

案

第

二

十

四

号

町

村

の

廃

置

分

合

に

関

す

る

処

分

の

申

請

に

つ

い

て

議

案

第

二

十

五

号

財

産

処

分

の

協

議

に

つ

い

て

.剛回.

、

議

午

後

一

時

四

十

分

開

会

宣

告

前

例

に

な

ち

っ

て

本

信

の

署

名

議

員

を

十

番

~

高
橋
、

長

番

内

田

議

員

に

お

願

い

致

し

ま

す

。

早

速

議

事

に

入

り

ま

す

@

議

案

第

二

十

四

号

を

上

程

致

し

ま

す

。

一.
-、

コい==ロ

議

案

を

朗

読

す

る

。

書

一、

本

案

に

つ

い

て

当

局

よ

り

提

案

理

、白

の

説

明

を

お

願

い
致
し
ま
す
。

議

長

一-、
ぷ
町
長
一
明

議
案
二
十
四
号
、

町

村

の

廃

置

分

合

処

分

申

請

に

つ

い

て

提

案

理

由

を

御

説

明

申

し

上

げ

ま

す
e

本

案
'は

新

市

町

村

建
h

設

促

進

法

に

よ

る

東

京

都

知

事

の
勧
告
に
基
き
、

日

野

町

と

七

生

村
への

合

併
、を

実
、施

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

@

御

承

知

の

通

り

当

町

は

昭

和

二

十

，八
年
十
月
一

日

に

施

行

さ

れ

た

町

村

合

併

促

進

法

に

よ

り

編

入

合

併

の

対

照

と

さ

れ

其

の

後

迂

余

曲

折

を

経
て
、

今

日

に

至

っ

た

次

第

で

あ

り

ま

す

が

住

民

意

志

の

反

映

と

町

議

会

議

員

各

位

の

御

努

十



カ
に
よ
り
、

去

る

三

月

二

十

日

付

を

以

っ

て

東

京

都

知

事

ょ

う

、

日
野
町
、

七

生

村

合

合

の

e
~

勧

告

を

得

ま

し

た

事
は

一
止
に
宿

線

の
達

成

で

あ

り

ま

し

て

慶

賀

に

堪

え

な

い

次

第

で

あ

り

ま

す
。

憶

え

ば

長

い

間

各

位

に

御

苦

労

を

隠

っ

た

訳

で

あ

り

ま

す

が

、

常

に

円

満

裡

に

協

議

が

進

行

い

た

し

ま

し

た

こ

と

は

、

本

合

併

が

南

町

村

住

民

の

多

年

の
念

願

に

よ

る

も

の

で

あ

り

、

、

又

七

生

村

当

局

者

の

御

尽

力

と

感

謝

い

た

し

て

居

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

以

上

経

維

の

概

妥

で
あ
り
ま
す
が
、

町

村

合

併

は

多

年

に

渉

る

両

町

村

の

歴

史

と

諸

行

政

を

発

展

的

に

解

潟

せ

し

め

る

大

切
獄
事
業

で
あ
り
、

今

後

五

ヶ

年

計

霊

の
策

定

等

事

務

上

相

当

の

日

時

を

必

要

と
致

し

ま

す

の

で

昭

和

三

十

三

年

三

月

十

日

を

以

っ
て

之

れ

が

合

併

を

期

す

可

く

都

知

事

に

'

申

請

す

る

こ

と

ふ

い

た

し

た

次

第

で
あ
り

ま

す

@

斯
く
し
て
、

に

よ

り

ま

し

て

工

業

、

観

光
、

極
め

て
古
い

縁

故

と

且

つ

地

域

的

一

体

性

を

有

す

あ

日

野

町

、

住

宅

等

の

完

備

し

た

る

都

下

に

比

類

の

な

い

、

七
生

村

の
合

併

近

代

文

化

都

市

之

し

て

の

新

日

野

町

の

誕

生

を

見
る

次

第

で
あ
り
、

住

民

各

位
の

御

支

援

と

御

協

力

に

よ

り

住

民

自

治

を
史
民

，強

化
し
、

そ

の

負

担

の

軽

減

は

勿

論

、

産

業

的

発

展

と
、

教

育

、

文

化

の

向

上

を

図

り

財

政

の
運

営

を

合

理

化

し
て

住

民

の
福

祉

の
、増

進

に

努

力

〆い
た
じ

た
い

と

念

願

す

る

も

の

で
、
あ

り

ま

す
G

以

上

議

案

の

提

案

理

由

の

説

明

を

申

し
上

げ

ま

し

た

が

何

卒



-・・・曲

、

き義

-開‘
、

古

谷

議

員

議

-、一、
議

慎

重

御

審

議

の

上

満

場

の

御

賛

成

を

得

ま

す

様

お

願

い

申

し

上

げ

る

次

第

で

あ

り

ま

す

@

長

只
今
、

町

長

よ

り

提

案

理

由

が

述

べ

ら

れ

ま

し

た

が

こ

れ

に

対

す

る

意

見

質

問

等

承

り

ま

す

日

野

町

は

町

村

合

併

促

進

法

に

よ

る

A

案

の

対

照

と

し

丈

編

入

合

併

を

勧

告

さ

れ

た

も

の

で

あ

り

ま

す

が

、

議

会

と

し

ま

し

て

は

住

民

与

論

に

基

い

て

一、
日

野

町

は

行

財

政

的

に

立

派

に

独

立

出

来

る

事

一一、

町
民
は
生
、
活
環
境
を
同
じ
く
し
、

地

域

的

一

体

性

を

有

す

る

七

生

村

と

の

合

併

を

希

望

し

て

い

る

事

等

の

住

民

の

真

情

と

議

会

、

理

事

者

の

熱

意

を

都

審

議

会

を

初

め

と

す

る

当

局

に

訴

え

て

、

今

日

に

至

っ

た

も

の

で

あ

り

、

此

の

度

の

知

事

勧

告

に

よ

り

之

の

実

情

が

認

め

ら

れ

て

、

日

野
町
、

七

生

村

が

晴

れ

て

合

併

出

来

ま

す

奈

は

新

町

の

発

展

と

、

住

民

福

祉

の

増

進

に

寄

与

す

る

も

の

が

誠

に

大

で

あ

り

ま

し

て

本

案

申

請

に

つ

い

て

賛

成

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

長

只
今
、

本

案

に

つ

い

て

賛

成

と

の

意

見

が

あ

り

ま

し

た

が

、

如

何

で

す

か

お

諮

り

致

し

ま

す

問

異
議
な
し
、

賛

成

と

呼

ぶ

長

二

十

四

号

議

案

に

つ

い

て

裁

決

致

し

ま

す

の

で

賛

成

の

方

は

挙

手

願

い

ま

す

.

全

員

挙

手



ーー‘
、

議

一、
書

一、
三時晶

誠

晒・・晴

、

当

局
ハ
町
長
〉

‘一、
議

一、一、
ヨ込告さ

誠

長

全

員

賛

成

で

あ

り

ま

す

の

で

、

本

案

可

決

確

定

致

し

ま

す

.

続

い

て

二

十

五

号

機

寮

を

上

程

致

し

ま

す

。

記

議

案

を

朗

読

す

る

@

長

当

局

よ

り

提

案

理

由

の

説

明

を

願

い

ま

す

@

二

十

四

号

議

案

に

附

帯

す

る

も

の

で

あ

り

説

明

は

省

略

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

@

長

本

案

に

つ

い

て

質

問

、

異

議

等

無

け

れ

ば

、

原

案

通

h

ソ

決

定

し

た

い

と

思

い

ま

す

が

、

御

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

，

同

異

議

な

し

と

呼

ぶ

長

異

議

な

い

と

認

め

、

原

案

通

り

可

決

確

定

致

し

ま

す

@

二

十

五

号

議

案

、

以

上

で

本

日

の

議

案

審

議

は

終

了

致

し

ま

し

た

。

こ

れ

に

て

本

臨

時

会

を

閉

会

を

い

た

し

ま

す

@

午

後

二

時

三

十

分

右

会

議

の

次

第

は

書

記

の

記

載

し

た

も

の

で

あ

る

が

そ

の

内

容

の

正

確

で

あ

る

事

を

一
誕
し
こ
こ

に

署

名

す

る

昭
.和

三

十

二

年

五

月

十

一

日

日

野

町

議

会

議

長

旅

水

?者

之

助



軍11 

こ

の

抄

本

は

会

議

録

原

本

と

相

違

な

い

こ

と

を

証

明

す

る

昭

和

三

十

二

年

五

月

十

一
日

東

京

都

南

多

摩

郡

日

野

町

議

会

議

長

，、

議

員

/1 

高pヲ清

橋水 国

春一万言象

之

ームー

ロ明.号力



七
生
村
議
会
臨
時
会
会
議
録
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昭

和

三

十

二

年

度

第

三

回

七

生

村

議

会

会

議

録

昭

和

三

十

二

年

五

月

十

一

日

第

三

四

七

生

村

議

会

臨

時

会

は

七

生

村

役

場

に

招

集

さ

れ

た

.

一、
応

招

議

員

は

次

の

通

り

で

あ

る

。

第第第第第第第第第第第

十

第

十

番番番

四

番

五

番

---'-
/"¥ 

番

七

番

八

番

九

番番番番

浜事5歌方日森平浜両伊増阿

倉藤

久

保田橋藤島i
 
l
 

s'a

，，
 宮 国国

義久孝喜惣久晴峰佳

勲厳次

之

介
_._ 
/'¥ 蔵士口江蔵勉



一一、

不

応

招

議

員

は

次

の

通

与

で

あ

る

。

な

し

一一、

出

席

議

員

は

次

の

通

り

で

あ

る

。

出

席

議

員

は

応

招

議

員

と

同

じ

で

あ

る

。

四

欠

席

議

員

は

次

の

通

り

で

あ

る

@

欠

席

議

員

は

不

応

招

議

員

と

同

じ

で

あ

る

。

第第第第

十

第{!"e" 
mマ第第

十十ナ十十ー十

番

四

番

五

番

......... ‘ 
，1'¥ 

番

七

番

八

番

九

番

十

番

第

二

十

一
番

第

二

十

二

番

，罵石死平大正阿平木

坂

亡

欠島 場1
 

1
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国音日

重

村

淳市ブL十

四

よ太駿

，.，.."、、
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燃
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杏雄治男ね毅長I~



五

白

地

方

第

百

二

十

一

条

の

規

定

に

よ

り

会

議

事

件

説

明

の

為

出

席

を

求

ゆ

た

も

の

は

左

の

、

通

り

で

あ

る

。

村

長

朝

収

入

役

豊

総

主
，任

中

務

本

会

議

の

書

記

は

次

の

通

り

で

あ

る

。

書

コい一一=ロ

青

七

会

議

事

件

は

次

の

通

り

で

あ

る

@

議

案

第

二

十

二

号

、

町

村

の

廃

霞

分

合

に

関

す

る

処

分

申

請

に

つ

い

て

議

案

第

二

十

三

号

、

財

産

処

分

の

協

議

に

つ

い

て

一、

]11 

?信

雄

議

長

倉住村木

昭

郎

Ii民

蔵

直

男

義

雄

本

日

は

御

多

忙

中

の

処

全

議

員

御

出

席

頂

き

ま

し

て

有

難

う

御

座

居

ま

し

た

'定

刻

を

五

分

経

過

致

し

ま

し

た

が

只

今

か

ら

第

三

図

七

生

村

議

会

臨

時

会

を

開

会

致

し

ま

す

@

午

居

高

σ五
分

本

日

の

署

名

議

員

に

つ

い
て

は

例

に

よ

っ

て

議

長

か

ら

指

名

し

て

如

何

、

が

多

い

の

で

第

二

番

の

朝

倉

議

員

、

第

三

番

の

歌

回

議

員

、

致

し

ま

す

@

「
異

議

な

し

の

声

第

四

番

の

加

藤

議

員

に

お

願

い



一、
村

第

二

十

二

号

議

案

つ
い
て
」

を

上

程

い

た

し

す

「
町

村

の

廃

霞

分

合

に

関

す

る

処

分

申

請

に

す

.

村

長

に

提

案

理

由

を

求

め

ま

す

。

長

昭

和

二

十

八

年

町

村

合

併

促

進

法

が

施

行

せ

ら

れ

本

村

は

其

の

対

照

村

で

あ

っ

た

こ

と

は

御

承

知

の

通

り

で

あ

り

ま

す

9

ハ
八
王
子

編

入

)

が
提

示

さ

れ

た

の

で

偶

々

都

知

事

よ
り

A
索

あ

り

ま

す

が

住

民

は

日

野

町

と

の

合

併

を

熱

望

し

て

い

た

の

で

之

を

基

礎

と

し

て

日

野

町

に

合

併

の

申

入

れ

を

な

し

た

次

第

で
あ
り

ま

す

@

次

い

で

南

町

村

は

合

併

促

進

協

議

会

を

説

置

し

慎

重

な

調

査

研

究

の

結

果

、

両

町

村

の

合

併

行

財

政

能

力

の

強

化

に

伴

っ
て

住

民

福

祉

の

増

は

地

方

自

治

の

理

念

に

基

く

理

想

で
あ
り
、

一
大

貢

献

を

も

た

ら

す

事

を
確

信

す

る

に

至

っ

た

の

で

只

管

之

が

実

現

を

図

っ

て

参

つ

進
、
た

の

で

あ

り

ま

す

が

合

併

促

進

法

の
有

効

期

限

で

あ

る

昨

年

九

月

三

十

日

迄

に

は

、

そ

の

目

的

を

達

成

出

来

な

か

っ
た

事

は

誠

に

遺

憾

と

す

る

処

で

有

り

ま

す

@

此

の

法

を

引

継

い

だ

新

市

町

村

建

設

促

進

法

が

施

行

さ

れ

て

か

ら

陳

情

等

を

繰

返

し

村

の

突

情

を

訴

え

た

の

で

有

り

ま

す

。

都

知

事

に

於

い

て

も

之

を

認

め

る

結

果

と

し

て

都

審

議

会

処

と

な

り

本

年

三

月

二

十

日

都

知

事

勧

告

に
よ
り

第

一
段

階

と

し

て

日

野

町

と

の

合

併

が

認

め

ら

れ

た

事
は

住

民

宿

願

の

達

成

と

し

て

誠

に

御

同

慶

に
棋
了
え
ま
せ
ん
@

然

し

乍

ら

実

際

に



-、
議

一、

長

長

合

併

す

る

迄

に

は

事

務

の

整

理

、

建

設

五

ヶ

年

計

釜

の

樹

立

等

何

分
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